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〜
課
題
解
決
へ
の
カ
ギ
は
経
営
者
と
職
員
が

と
も
に
考
え
る
機
会
を
も
つ
こ
と
か
ら
〜 

沖
縄
県
経
営
協
「
経
営
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
」 

モ
デ
ル
事
業
の
報
告 

社
会
福
祉
法
人
の
経
営
改
善
へ 

向
け
て
取
組
ん
で
い
ま
す
！ 

※
会
員
の
中
か
ら
公
募
に
よ
り
決
定 

①
基
督
教
児
童
福
祉
会 

愛
隣
園 

　（
児
童
養
護
施
設
／
知
的
障
が
い
者
授
産
） 

②
沖
縄
県
身
体
障
害
者
福
祉
協
会 

　（
身
体
障
が
い
者
授
産
施
設
） 

③
た
ま
ん
福
祉
会 

　（
知
的
障
が
い
者
授
産
施
設
） 

モ
デ
ル
事
業
実
施
法
人
（
Ｈ
18
〜
19
年
度
） 
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県
内
市
町
村
社
協
に
お
け
る 

　
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
取
り
組
み 

〜
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
運
営
管
理
に
関
す
る
状
況
調
査
の
概
要
〜 

事業運営主体の体制（社協別） 

社協担当職員 
運営型，12， 
36%

社協・地域住民 
協働型，14， 
43%

自発的活動 
運営型，4， 
12%

地域住民運営型，3， 
9%

運営財源（年間） 

行政補助・受託金 
188,636,000　83％ 

社協自主財源， 
11,620,826 
5％ 

自治会助成 
350,000 
0％ 

参加費　23,742,000 
10％ 
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夜
間
中
学
校
の
開
設
以
来
、
生
徒

と
ス
タ
ッ
フ
一
同
の
念
願
で
し
た
階

段
昇
降
機
が
今
回
共
同
募
金
か
ら
の

配
分
を
受
け
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
こ

と
に
心
よ
り
感
謝
も
う
し
あ
げ
ま
す
。

生
徒
の
平
均
年
齢
が
70
歳
を
越
え

て
お
り
ま
す
の
で
、
１
階
か
ら
３
階

ま
で
の
階
段
を
登
の
は
大
変
な
こ
と

で
し
た
。
杖
を
使
用
し
て
い
る
生
徒

や
膝
の
手
術
を
う
け
て
い
る
生
徒
も

複
数
人
お
り
ま
す
の
で
、
階
段
昇
降

機
を
見
て
歓
声
を
あ
げ
て
お
り
ま
し

た
。
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
時
間
に
設
置

の
報
告
を
し
ま
し
た
と
こ
ろ
「
学
校

に
通
う
の
は
楽
し
み
だ
け
ど
、
階
段

を
思
う
と
た
め
息
が
で
る
ん
だ
よ
ね
。

明
日
か
ら
は
使
わ
せ
て
も
ら
え
る
ね
。」 

　
「
あ
り
が
た
い
ね
ぇ
。
い
つ
も
は

２
階
で
休
ん
で
か
ら
登
っ
て
い
た
け

ど
こ
れ
で
ま
っ
す
ぐ
教
室
に
い
け
ま

す
よ
」
と
い
う
声
が
あ
が
り
、
生
徒

一
同
か
ら
拍
手
が
わ
き
あ
が
り
ま
し

た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 あ

り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

あ
り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ 

あ
り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

あ
り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ 

あ
り
が
と
う
メ
ッ
セ
ー
ジ 

事
業
名
　
夜
間
中
学
施
設
・
階
段
昇
降
機
整
備
事
業 

配
分
額
　
１
，
２
４
０
，
０
０
０
円 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

　
　
珊
瑚
舎
ス
コ
ー
レ
（
那
覇
市
） 

社会福祉法人　沖縄県共同募金会 
　ＴＥＬ 098－882－4353 
　ＦＡＸ 098－882－4270 
沖縄県共同募金会ホームページ 
　http://www.okishakyo.or.jp/html/kyoubo/
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シリーズ 

活動最前線 

�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
	

福
祉
施
設
経
営
相
談

福
祉
施
設
経
営
相
談 

福
祉
施
設
経
営
相
談 

労
務
管
理
編

労
務
管
理
編 

労
務
管
理
編 
Ｑ＆Ａ

 

　
県
社
協
で
は
経
営
支
援
室
を
設
置
し
、

福
祉
施
設
の
経
営
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。 

　
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
、
施
設
経
営
、

職
員
の
処
遇
、
会
計
・
税
務
、
法
律
問

題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
対
し
て

２
名
の
経
営
支
援
員
と
３
名
の
専
門
相

談
員
が
対
応
し
て
い
ま
す
。 

沖
縄
県
社
会
福
祉
協
議
会 

経
営
支
援
室 

電
　
話
０
９
８（
８
８
７
）２
０
３
７（
直
通
） 

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
８（
８
８
７
）２
０
４
３（
直
通
） 

 

今回、回答して頂くのは 

本会「福祉施設経営相談支援事業専門相談員」の 

社会保険労務士 江尻 育弘先生です。 

現在、タイムカードを使って労働時間の管理及び給与の管
理をしています。タイムカードは打刻により一分刻みの端
数が出ますが、これをどのように処理したら良いでしょうか。 

　賃金については、法定５原則というものがあります。（労働基準法
第24条） 
①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月
一回以上支払いの原則、⑤一定期日払いの原則 
　この原則からいえば、一分刻みの労働でも賃金を支払う義務が生

じます。ただし、これについては行政解釈が出ています。一か月における時間
外労働、休日労働、及び深夜業の各々の時間数の合計に１時間未満の端数があ
る場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を１時間に切り上げること。
（昭63．３．14　基発150号） 
　したがって、一月分の総労働時間を合計した上で、上記の処理をすることに
ついて、問題はありません。 
　さて、福祉の仕事は人間相手の仕事ということもあり、なかなか時間どおり
に終わることが難しいケースが多々あります。しかし、もし仕事が終わって同
僚と無駄なおしゃべりをたっぷりしたあと、タイムカードを押すなどという行
為があるならば、労使で一度、賃金不払い残業と、誠実労働義務について話し
合ってみるのも良いかもしれません。なぜならば、労働基準法第11条では賃
金について「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如
何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
と定めています。これは労働でない、手待ち時間でもない、労働から解放され
た時間にまで賃金を支払う義務はないという意味でもあります。 
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災
害
時
の
避
難
所
生
活
、
あ
な
た
な
ら
ど
う
す
る
？ 

〜
宜
野
湾
市
伊
佐
区
に
て
「
避
難
所
生
活
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
訓
練
を
実
施
！ 
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生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度 
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度 
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度 
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度 

〜
更
生
資
金
　
生
業
費
の
紹
介
と
貸
付
の
流
れ
〜

〜
更
生
資
金
　
生
業
費
の
紹
介
と
貸
付
の
流
れ
〜 

〜
更
生
資
金
　
生
業
費
の
紹
介
と
貸
付
の
流
れ
〜 

申込から貸付までの流れ 申込から貸付までの流れ 
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生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度 

〜
更
生
資
金
　
生
業
費
の
紹
介
と
貸
付
の
流
れ
〜 

申込から貸付までの流れ 申込から貸付までの流れ 申込から貸付までの流れ 

借

入

申

込

書

 

民

生

委

員

 

調
査
委
員
会
開
催 

審
査
委
員
会
開
催 

貸

付

決

定

 

市町村社会福祉協議会 沖縄県社会福祉協議会 

● 

相
談 

● 

相
談
、
報
告 

● 

申
込
・
書
類
提
出 

決
定 
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住宅の増改築資金について 住宅の増改築資金について 

問 

答 

　高齢になり、段差での転倒が不安になり、トイレや浴室をバリアフリーに改築したいのです
が、金銭的なゆとりがありません。融資制度はありませんか？ 

　社会福祉協議会で取り扱っている生活福祉資金貸付制度に、住宅資金の貸付があります。 
 

○ 住宅資金 
　低所得者世帯、障害者世帯または高齢者世帯（日常生活上療護又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する
世帯）に対し、住宅を増築、改築、拡張、補修、保全するために必要な費用。 
　ただし、高齢者のみの世帯の場合、別世帯の親族等が連帯借受人になり、出来るだけ保証能力の高い連帯保
証人をつける必要があります。 
　貸付限度額　250万円以内 
　据 置 期 間　6ヶ月以内 
　償 還 期 間　7年以内 
　貸 付 利 息　３％ 
　※地域の民生委員か市町村社会福祉協議会にお問合わせください。 
 
○ その他の住宅資金貸付及び介護保険制度の介護サービス 
　※市町村においては、介護保険の要介護認定で非該当（自立）と判定されたが、住宅改修が必要と認められ
た65歳以上の方を対象に「住宅改修費の助成」制度があります。改修費（一定の基準額を超える場合は基
準額）の1割を負担していただきますが、審査がありますので、事前に市町村担当窓口までお問合わせく
ださい。 

 
　※介護保険制度の介護サービスの中で、心身の機能が低下した高齢者の住宅の小規模な改修に対して、その
費用を支給する制度があります。20万円を限度額としています。（かかった費用の1割は自己負担）。但し、
1回限りの支給となります。 
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〜
会
場
か
ら
あ
ふ
れ
る
求
職
者
の
や
る
気
を
リ
ポ
ー
ト
〜 

説
明
説
明
・
面
接
会
を
終
え
て

面
接
会
を
終
え
て 

説
明
説
明
・
面
接
会
を
終
え
て

面
接
会
を
終
え
て 

説
明
・
面
接
会
を
終
え
て 

福
祉
の
職
場 

実
務
研
修
受
講
試
験 

実
務
研
修
受
講
試
験 
求
職
者
　
人
が
来
場 

545 545 545 
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説
明
・
面
接
会
を
終
え
て 

説
明
・
面
接
会
を
終
え
て 

介
護
支
援
専
門
員 

結
果
発
表 

実
務
研
修
受
講
試
験

実
務
研
修
受
講
試
験 

実
務
研
修
受
講
試
験

実
務
研
修
受
講
試
験 

実
務
研
修
受
講
試
験 

545 545 
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県 民 児 協  
広 報情報誌  
－第2 4号－  

〜
暮
ら
し
に
福
を
も
た
ら
す
人
〜 

沖縄県民生委員 
児童委員協議会 

事務所 
沖縄県総合福祉センター 

連絡先 
ＴＥＬ.（098）882-5813 
ＦＡＸ.（098）882-5814
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会　長　宮国　泰雄（全　　県） 

副会長　長堂タツ子（北部地区） 

副会長　玉城　　宏（中部地区） 

副会長　前城　秀男（南部地区） 

副会長　山城喜美子（那覇地区） 

市町村民児協活動レポート 

活動開始 活動開始 活動開始 
（南風原町委員民生児童委員連合会） 

ちむぐくる ちむぐくる ちむぐくる ちむぐくる ボランティア劇団 ボランティア劇団 
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沖縄県民生委員児童委員協議会新役

員が決定しました！ 

市町村民児協事務局担当者会議日程が決定
しました！ 

１．期日／平成20年３月６日（木） 
２．会場／総合福祉センター　403研修室 

全国児童委員研究協議会日程が決定しました！ 

１．期日／平成20年３月13日（木）～14日（金） 
２．会場／東京ベイホテル東急 

平成19年度県民児協第３回総会並びに民児
協会長研修会日程が決定しました！ 

１．期日／平成20年３月17日（月） 
２．会場／総合福祉センター　ゆいホール 

お知らせ 

会　長　宮国　泰雄（全　　県） 

副会長　長堂タツ子（北部地区） 

副会長　玉城　　宏（中部地区） 

副会長　前城　秀男（南部地区） 

副会長　山城喜美子（那覇地区） 

会　長　宮国　泰雄（全　　県） 

副会長　長堂タツ子（北部地区） 

副会長　玉城　　宏（中部地区） 

副会長　前城　秀男（南部地区） 

副会長　山城喜美子（那覇地区） 

活動開始 活動開始 ちむぐくる ちむぐくる ボランティア劇団 
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